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１．四国地区土地政策推進連携協議会の紹介

２．令和７年度の活動状況について
（１）幹事会、総会を開催しました
（２）講演会、講習会の開催予定について
（３）よろず相談会の実施予定について
（４）市町村へのアンケートを実施しました
（５）市町村担当者向けに制度説明会を開催しました
（６）市町村との協議・意見交換等について

３．その他
（１）令和７年度所有者不明土地等対策モデル事業について
（２）四国地区土地政策推進連携協議会HPについて

四国土地政策協議会だより
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四国土地政策協議会だより

四国地区土地政策推進連携協議会（事務局：四国地
方整備局用地部用地企画課）の活動内容や所有者不明
土地問題をはじめとした土地政策関係の関係ニュース
等をお知らせするものです！

今回、令和７年８月に第１号を発行し、今後も状況
にあわせて最新ニュースをお届けしていく予定です。

四国土地政策協議会だよりとはなに？
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（１）設立の経緯
所有者不明土地等対策の推進を目的として、平成３１年２月に四国地方整備局、

法務局、地方公共団体、関係士業団体等から構成される「四国地区所者不明土地連
携協議会」を設置し、令和４年に財務局、農政局、林野庁、各県宅地建物取引業協
会及び全日本不動産協会各地方本部を加え、さらに活動内容を土地政策全般へと広
げて、「四国地区土地政策推進連携協議会」に名称変更し、現在に至ります。

四国土地政策協議会だより

１．四国地区土地政策推進連携協議会の紹介

（２）協議会会員

（会員）８会員
国土交通省、法務省、財務省、農林水産省、徳島県、香川県、愛媛県、高知県

（協力会員）１４会員
四国弁護士連合会、日本司法書士会連合会四国ブロック会、日本土地家屋調査士協会連合会

四国ブロック協議会、四国不動産鑑定士協会連合会、一般社団法人日本補償コンサルタント協
会四国支部、日本行政書士会連合会四国地方協議会、四国４県の公益社団法人宅地建物取引業
協会、四国４県の公益社団法人全日本不動産協会本部

（準会員）９６会員
林野庁、四国内の９５市町村
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地整
用地部

・会員等による相談体制（ネットワーク）の構築、相談窓口の設置
・相談会や専門家等による講習会・講演会の開催
・所有者不明土地問題の解決に関する取組の情報共有及び支援
・所有者不明土地法の施行に関する情報共有及び支援（土地収用法の特例、地域福利増進事業、所有者探索の円滑化、
財産管理制度、長期相続未了土地、所有者不明土地の管理の適正化のための措置、市町村の所有者不明土地対策に関す
る計画制度及び協議会制度、所有者不明土地利用円滑化等推進法人の指定制度等）
・用地業務、地籍調査等の円滑な遂行のための情報共有及び支援

四国地区土地政策推進連携協議会

国土交通省
不動産・建設経済局

四国地方整備局
（用地部・建政部）
事務局：用地企画課

協 力協 力

連絡調整

・弁護士会 ・司法書士会 ・行政書士会 ・土地家屋調査士会
・不動産鑑定士協会 ・補償コンサルタント協会
・宅地建物取引業協会 ・全日本不動産協会
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所有者不明土地法の円滑な施行
用地業務、地籍調査等の土地に係る施策の円滑な遂行

徳島県・香川県
愛媛県・高知県

法務局
（高松法務局等）

連携

市 町 村
（四国内 ９５市町村）

連絡調整

ニーズ
支援
連携

準
会
員

林野庁

中国四国農政局四国財務局

四国土地政策協議会だより
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・所有者不明土地法の施行及び所有者不明土地問題に関する情報共有、支援
・地方公共団体等の用地業務、地籍調査等の円滑な遂行のための情報共有、支援
・土地政策の円滑な遂行のための情報共有及び支援、相談窓口の設置

四国土地政策協議会だより

当協議会では主にこのような活動を行っています！

２．令和７年度の活動状況について
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四国土地政策協議会だより

２．令和７年度の活動状況について

（１）幹事会、総会を開催しました！

令和７年４月１６日に
幹事会、５月１９日に第
１０回協議会総会を開催
し、今年度の活動計画等
に関して協議を行うとと
もに、今後の活動に対し
て意見交換を行いました。
ご意見等ありがとうござ
いました。

総会については、市町
村の皆様も聴講できます
ので、ぜひご聴講くださ
い！

記者発表も行いました
（四国地整HPにも掲載済）
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四国土地政策協議会だより

２．令和７年度の活動状況について

（２）講演会、講習会の開催予定について
今年度も所有者不明土地関係で講演会、講習会の

開催を予定していますので、ぜひご参加ください。

講演会

開催日時 場 所 講演者予定

12月1日（月）
13:30～16:00

高松市
サンポート合同庁舎

（アイホール）

※WEB配信も行います

 ① 一般社団法人地方創生パートナーズ

 ② 一般社団法人日本補償コンサルタント協会
  四国支部

今回は対面＋WEB
配信により開催予定
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四国土地政策協議会だより

２．令和７年度の活動状況について

（２）講演会、講習会の開催予定について

講習会

開催日時 場所 講習テーマ

徳島県
11月13日（木）

13:00～
徳島県

自治研修センター
①土地所有者等の探索方法
②国土の管理構想について

香川県
12月9日（火）
13:00～15:20

県庁本館  12階
（第1､2会議室）

①土地所有者等の探索方法
②国土の管理構想について

愛媛県
9月30日（火）
13:30～15:50

にぎたつ会館
（芙蓉の間）

①土地所有者等の探索方法
②国土の管理構想について

高知県
11月7日（金）
14:10～16:20

高知県人権
啓発センター

①土地所有者等の探索方法
②国土の管理構想について

    項目

   県

概  要

県によっては各県用対研修に
含めて実施の場合もあります。
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四国土地政策協議会だより

２．令和７年度の活動状況について

（３）よろず相談会の実施予定について
よろず相談会は自治体の用地取得事務、所有者不明土地等の土地政策等、幅広

い範囲で相談を受け付けて、関係機関が一緒になって対応策を相談する場です。

従来からの対面による相談会も各県毎に９～１１月で開催予定ですが、令和７
年度からはWEBによる相談会も常時受け付けていますので、何かお困りのことが
あれば、お気軽にご活用ください。

WEB形式による相談会の利用の流れは以下のとおりです。

①相談案件がある場合、市町村は四国地区土地政策連携推進
協議会事務局の質問用アドレス又は各県の質問用アドレス
宛てにメールを送信ください。

②質問内容に応じて事務局で出席者及び開催日程を調整します。
③調整した日程でWEB形式により相談会を実施します。

※協議会事務局質問用アドレス skr-teimiriyoutochi@mlit.go.jp
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四国土地政策協議会だより

２．令和７年度の活動状況について

（４）市町村へのアンケートを実施しました

令和７年４月に市町村を対象に所有者不明
土地問題に関するアンケート（問題発生状況、
関心分野、各自治体での検討状況など）を実
施しました。

ご回答いただいた自治体につきましては、
ご協力ありがとうございます。

アンケート結果を参考に今後の当協議会の
活動の検討を行っていきます。

Microsoft  Formsを
利用して全１４問の
アンケートを実施
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四国土地政策協議会だより

２．令和７年度の活動状況について

（５）市町村担当者向けに制度説明会を開催しました
今年度からの新規の取り組みとして、令和７年７月２８日に主に自治体の土地政

策担当者を対象にした「所有者不明土地関係制度説明会」をWEBで開催しました。

多数の自治体にご参加いただき、ありがとうございました。当協議会のHPにも当
日の資料を掲載していますので、ご参考にしてください。
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四国土地政策協議会だより

２．令和７年度の活動状況について

（６）市町村との協議・意見交換等について

当協議会では過年度から土地政策全般について、市町村と協議・意
見交換を行っています。

令和７年度については、約２０市町村と意見交換等を行いたいと考
えています。事前に当協議会からご連絡させていただきますので、そ
の際はご協力をよろしくお願いします。

○所有者不明土地対策は課題と認識しているものの、複数の関係部局が関係したり、業務の
余裕がなかったりでなかなか進まないのが実情。

○所有者不明土地等対策計画は必要最低限の内容（２ページ程度）の策定からスタートでき
るということであり、それならば策定のハードルは下がりそう。

○補助金は所有者不明土地等対策計画の策定後が対象と思っていたが、策定前に策定の準備
に関する作業にも交付されることが分かった。

これまでの意見交換時の市町村の主な声等

- 13 -



所有者不明土地対策計画

計４８自治体

◆北海道（剣淵町、滝上町、積丹町、豊富町、下川町、赤井川村、真狩村）
◆山形県（鶴岡市、高畠町）
◆茨城県（つくば市、ひたちなか市、小美玉市、常総市、龍ケ崎市、土浦市、北茨城市、牛
久市、かすみがうら市、つくばみらい市、水戸市）

◆千葉県館山市 ◆神奈川県大和市 ◆新潟県（出雲崎町、湯沢町）
◆富山県南砺市 ◆福井県（福井市、敦賀市） ◆山梨県（小菅村、北杜市）
◆長野県平谷村 ◆岐阜県（御嵩町、関ケ原町）
◆静岡県小山町 ◆兵庫県神戸市 ◆和歌山県（かつらぎ町、北山村、美浜町）
◆鳥取県（米子市、江府町） ◆島根県西ノ島町
◆岡山県和気町 ◆福岡県（水巻町、宇美町、朝倉市） ◆佐賀県みやき町
◆熊本県山江村 ◆鹿児島県（錦江町、指宿市）

所有者不明土地利用円滑
化等推進法人

計６団体

◆特定非営利活動法人つるおかランド・バンク（山形県鶴岡市）
◆梅鉢不動産株式会社（山梨県丹波山村） ◆じゅうmado米子（鳥取県米子市）
◆一般社団法人日本住宅政策機構（鳥取県米子市）
◆特定非営利活動法人グラウンドワーク西神楽（北海道旭川市）
◆一般社団法人地方創生パートナーズ（兵庫県猪名川町）

四国土地政策協議会だより

令和７年６月末時点での全国の所有者不明土地等対策計画の策
定、所有者不明土地利用円滑化等推進法人の指定の状況は下記の
とおりです（所有者不明土地等対策計画の策定については令和７
年度末までにさらに２０市町村程度が策定検討中）。

２．令和７年度の活動状況について

（６）市町村との協議・意見交換等について

- 14 -



四国土地政策協議会だより

３．その他

（１）令和７年度 所有者不明土地対策等モデル事業について
モデル事業は、所有者不明土地対策の推進の一環として、市町村や民間事業者等

が実施する所有者不明土地等対策に関する先導的な取り組みに対して、国が費用の
一部を支援し、支援を通じて得られた成果等を政策に活用するという仕組です。

令和７年度は徳島県那賀町の「なか地域価値創造協議会」がモデル事業として採
択されているため、ご紹介します。
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③ 四国地区協議会の活動概要

四国地方整備局のＨＰに四国地区土地政策推進連携協議会のページを開設し、活動状況や各
種資料を掲載しているため、ご参考にしてください。

四国土地政策協議会だより

３．その他

（２）四国地区土地政策推進連携協議会事務局のHPの紹介
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